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刑事補償(拘禁補償)決定報告事例(令和3年度確定分）

裁判所名 . 事件名
＋

e

補償決定日
0 1 ．

補償決定
確定日

ノ

補償額

1 福岡地裁
覚せい剤取締法違反(変更後の訴因覚せい
剤取締法違反､関税法違反）

R3.1.12 R3.1.19 6,820,000

2 大阪地裁 覚せい剤取締法違反 R2.1225
／

R3.1.23 3,380,000

3 千葉地裁
麻薬及び向精神薬取締法違反､大麻取締法
違反､関税法違反

R3.1.25 R3.1.30 6,287,500

4 大津地裁 占有離脱物横領 R3.1.29 R3.2.4 532,000

5 京都地裁 私印偽造､同使用 ． R3.2.2 R3.2.9 400,000

6 東京高裁 詐欺 R3.2.2 R3.2.9 3,750,000

7 大阪地裁 大麻取締法違反 R3.2.9 R3.2.16 1,180,000

8 大阪地裁 傷害 R3.2.25 R3.3.3 2,212,500

9 千葉地裁 覚せい剤取締法違反､関税法違反 R3226 R3.3.6 4,937,500

10 佐賀地裁 現住建造物等放火 R3.3.4 R3.3.10 20065,000

11 広島地裁呉支部 強制わいせつ ． 、 R3.3.9 R3.3.16 350,000

12 福岡地裁
詐欺(変更後の訴因組織的な犯罪の処罰及
び犯罪収益の規制等に関する法律違反）

Ra3.11 R3.3.17 8,962,500

13 神戸地裁姫路支部 詐欺 R3.3.1 R3.3.20 256,250

14 広島高裁岡山支部 業務上横領 R3.3.16 R3.3.23 6,237,500

15 名古屋地裁 強制わいせつ R3.3.15 R3.3.23 、 2,112,500

16 千葉地裁
覚せい剤取締法違反､関税法違反､麻薬特例
法違反

R3.3.29 R3.4.2 9,000,000

17 千葉地裁 覚せい剤取締法違反 R3.3.29 R3.4.3 4,987,500

18 高松地裁丸亀支部 電子計算機損壊等業務妨害 R3.3.31 R3.4.6 220,000

19 山形地裁 覚せい剤取締法違反 R3.3.29 R3.4.6 3,830,000

20 大阪高裁 贈賄 R3.3.30 R3.4.6 287,500

21 大阪高裁 贈賄 R3.3.30 R3.4.6 287,500

22 名古屋地裁 詐欺
● ひ

R3.3.29 R3.4.6 2,112,500

23 大阪地裁 覚せい剤取締法違反 R3.3.31 R3.4.6 980,000

24 東京地裁 詐欺 R3.3.30 R3.4.6 1,050,000

25 千葉地裁 常習累犯窃盗 R3.4.22 R3.4.29 2,970,000

26 東京高裁 住居侵入､窃盗､邸宅侵入､窃盗未遂 R3.4.26 R3.5.7 4,070,000

27 東京地裁立川支部 覚醒剤取締法違反 R3.5.19 R3.5.25 973,000



裁判所名 事件名 補償決定日
L

補償決定
確定日

補償額

28 札幌地裁 覚せい剤取締法違反 R3.5.31 R3.6.4 963,000

29 京都地裁 覚せい剤取締法違反 R3.6.2 R3.6.8 13,210,"O

30 東京地裁 恐喝 R3.6.3 R3.6.9 2,012,500

31 名古屋地裁 覚せい剤取締法違反 R3.6.3 R3.6.11 5,887,500

32 東京地裁 住居侵入舗助､窃盗幣助 R3.6.11 R3.6.22 487,500

33 東京地裁． 電子計算機使用詐欺 R3.6.30 R3.7.6 3,052,500

34 仙台地裁石巻支部 詐欺 R3.7.1 R3.7.6 1,587,500

35 福岡地裁 暴力行為等処罰に関する法律違反 R3.7.8 R3.7.15 1,840,000

36 東京地裁 恐喝 R3.7.6 R3.7.20 2,062,500

37 東京高裁 窃盗 R3.7.13 R3.7.20 4,212,500

38 大阪地裁 覚せい剤取締法違反 R3.7.9
0

R3.7.20 4,962,500

39 宇都宮地裁栃木支部 銃砲刀剣類所持等取締法違反 R3.7.20 R3.7.27 2,371,500

40 名古屋高裁 覚せい剤取締法違反 R3.7.20 R3.7.27 1j062,500

41 大阪地裁 覚せい剤取締法違反 R3,7.20 R3.7.27 4,637,500

42 東京高裁 覚醒剤取締法違反､関税法違反 R3.7.27 R3.8.3 8,887,500

43 福岡地裁
覚せい剤取締法違反(変更後の訴因覚せい
剤取締法違反､関税法違反）

R3.8.6 R3.8.14 5,480,000

44 横浜地裁川崎支部 強姦 R3.8.11 R3.8.17 3,300,000

45 東京高裁 窃盗 R3.8.12 R3.8.17 6,125,000

46 福岡地裁 過失運転致死､道路交通法違反

』

R3.8.10 R3.8.18 687,500

47 犬山簡裁 銃砲刀剣類所持等取締法違反 R3.8.18 R3.8.24 ・ 37,500

48 大津地裁 強制わいせつ､強制性交等 R3.9.6 R3.9.14 5,375.000

49 千葉地裁 建造物損壊､銃砲刀剣類所持等取締法違反 R3.9.6 R3.9.14 856,000

50 鈴鹿簡裁 道路交通法違反 ． R3.9.8 R3.9.14 12，476句

51 大阪地裁 ， わいせつ略取､監禁､強姦 R3.9.29 R3.10.6 675．000

52 福岡地裁飯塚支部 覚醒剤取締法違反 R3.10.8 R3.10.16 2,380,000

53 福岡地裁田川支部 傷害 R3.10.11 R3.10.19 1,400,000

54 千葉地裁 強制わいせつ致傷 R3.10.11 R3.10.19 3,600,000

55 千葉地裁 強制わいせつ致傷 R3.10.11 R3.10.19 3,600,000



※令和3年1月1日から令和3年12月31日までに刑事補償決定が確定したもの｡ただし､不服申立てがあり､原審
で確定しなかったものを除く。 、

0

裁判所名 事件名 補償決定日
‘補償決定
確定日

補償額

56 広島地裁福山支部 ， 覚醒剤取締法違反 R3.10.25 R3.10.30 1.330,000

57 大阪高裁 窃盗 R3.10.26 R3.11.2 4,062,500

58 福岡高裁 麻薬及び向精神薬取締法違反､関税法違反 R3.10.26 R3.11.2 7,187,500

59 釧路地裁 大麻取締法違反､公務執行妨害 R3.10.26 R3.11.2 170,000

60 東京高裁 覚醒剤取締法違反､関税法違反 R3.11.9 R3.11.16 9,612,500

61 東京高裁 覚醒剤取締法違反､関税法違反 R3.11.9 R3.11.16 9,612,500

62 東京高裁
1

占有離脱物横領 R3.11.15 R3.11.22 240,000

63 東京高裁 暴力行為等処罰に関する法律違反 R3.11.12 R3.11.23 4.820,000

64 東京地裁 脅迫 R3.11.18 R3.11.23 1,330‘000

65 金沢地裁 詐欺 R3.11.24 R3.11.30 1,080,000

66 大阪高裁 覚せい剤取締法違反 R3.11.29 R3.12.7 650,000

67 名古屋地裁 強制わいせつ R3.11.30 R3.12.7 2,462,500

68 東京地裁 関税法違反､外国為替及び外国貿易法違反． R3.12.7 R3.12.11 4,150,000

69 東京地裁 関税法違反､外国為替及び外国貿易法違反 R3.12.7 R3.12.11 4,150.000

70 東京地裁 関税法違反､外国為替及び外国貿易法違反 R3,12,7 R3.12.11 3,000,000

71 富山地裁高岡支部 建造物侵入､窃盗 り R3.12.7 R3.12.14 3,411,000

72 宮崎地裁 傷害 ‘ R3.12.13 R3.12.21 412,500

73 東京地裁立川支部 傷害致死 R3.12.20 R3.12.28 9.587,500
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少年補償事件決定報告事例（令和3年度確定分）

(注)この一覧表は,令和3年1月1日から令和3年12月末日までに確定した少年補償事
件につき,令和4年2月1日までの報告に基づいて作成したものである。

ノ

番号 裁判所名 非行なしとなった呆誇事＃
《
一 補1笥決 三日 補償額(円）

1 月 剛家裁浜松支部 薗領 令和3企三2提 26日 370000

2 理
■ 一

東

間家裁 信欺 令和3f 三3提 5日 147000

3 京家裁 菖子計算機使用詐欺 令和3f 三3浜 18日 0

4 東京家裁
塵ポルノに係る行為等の規

|及び処罰並びに児童の保護
;に関する法律

令和3年3月26日 0

5 大阪家裁界支部 法（軽犯罪法違反） 令和3f 望3提 26日 0

6 大阪家裁 盗 令和 三4提 12日 0

7 横浜家裁 法（窃盗） 令矛［ 3生 三9浜 2日 0

8 大阪家裁堺支部 路交通法違反 令和3f 三10月6日 0

9 那覇家裁 ;せい剤取締法違反 令和3f三11月2日 0

10 広島家裁福山支部 '迫 令和3f三11月25日 88000

11 山形家裁米沢支部
|罪による収益の移転防止に
iする法律違反

令和3年12月8日 11000

12 福岡家裁 ぐ犯 令ラ §p3f三12月10日 50000
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電算機処理に係る裁判事務及び司法行政事務の概要、ネットワーク
@

化の進展状況と関連予算

1 裁判事務

裁判事務における主要な電算機処理システムの概要は、以下のとおりであり、これらの

令和4年度の予算総額は、約1， 101百万円となっている。

（1） 裁判事務処理システム

民事及び刑事裁判手続並びに家事手続全般についてシステム化し､事件情報の共有に

よる事務処理及び事件進行管理の合理化や効率化を図るものである。旧裁判事務処理シ

ステムは、民事事件を対象とする部分については平成12年度から、刑事事件を対象と

する部分については平成13年度から順次、地方裁判所に導入してきたが、平成17年

度から、システムの構造や外部システムとの連携の在り方について、抜本的に見直した

上で新システム.の開発を行った。民事事件を対象とする部分については、平成19年度

にシステム試験等を経て運用を開始し、平成26年度から平成27年度にかけて家事事

件についても利用できるよう改修及び導入展開を行い、現在は高等裁判所、地方裁判所

及び家庭裁判所全庁において運用中である。他方、刑事事件を対象とする部分について

は､平成22年度にシステム試験等を経て運用を開始し、現在は地方裁判所全庁におい

て運用中である。

（2） 民事執行事件処理システム

不動産等執行事件の各種データをシステム上で管理することにより、事件検索、物件

検索、進行管理、各種帳票作成等を行い、不動産等執行事件の事務処理全般について、

効率化、迅速化を図るものである。旧システムは平成14年度から全国で導入、運用し

ていたが、セキュリティ強化や職員負担の軽減を図るため、センターサーバ方式の新シ

ステムを平成25年度から平成2'6年度にかけて開発した。新システムへの移行は平成

27年度から順次行われ、平成28年度に完了し、現在全国で運用中である。

（3） 裁判員候補者名簿管理システム

全国60か所の裁判員裁判取扱庁で利用することを目的として開発したシステムで、

裁判員候補者名簿を調製、管理したり、裁判員をくじで選任するなど､裁判員等の選任

・ 手続管理業務を効率的に処理するための機能が実装されている。平成21年1月から本

格稼動した。

（4） 裁判統計データ処理システム

下級裁判所における統計報告から最高裁判所におけるデータの集約・管理等の統計業

務全般をシステム化することで国民への正確な統計データの迅速かつ円滑な提供を図

るものである。

（5） 裁判事務支援システム

少年事件、簡易裁判所の民事事件、督促事件並びに高等裁判所及び簡易裁判所の刑事

事件の各種データをセキュリティの確保されたシステム上で管理し、事件検索、当事者

検索、期日検索等の機能を共通して利用することにより、これら事件の事務処理全般に

ついて効率化､ ､迅速化を図るものである。少年事件に相当する部分については平成30

年度に開発を、翌令和元年度に導入を完了し、簡易裁判所の民事事件及び督促事件、高



等裁判所及び簡易裁判所の刑事事件に相当する部分については令和元年度に開発を、翌

令和2年度から令和3年度にかけて導入を完了し、いずれも全国で運用中である。

(6) 裁判手続のデジタル化

ア民事訴訟手続のデジタル化

内閣官房に設置された「裁判手続等のIT化検討会」の平成30年3月30日付け

報告書の内容等も踏まえて、民事訴訟手続のデジタル化の取組を進めており、令和2

ノ 年2月から順次、民間のクラウドサービスを利用して、ウェブ会議等のツールを活用

した争点整理の運用を進めているものである。同年12月までに全ての地方裁判所本

庁で同運用を開始し、地方裁判所の支部においても令和4年2月に島しょ部の8地裁

支部で同運用を開始し、同年7月までに全ての地方裁判所の支部で同運用が開始され

る予定である。その後は、これらの運用状況を踏まえて、高等裁判所など対象庁を順

次拡大する予定である。また、民事訴訟法132条の10等に基づき、準備書面、書

証の写し等の裁判書類の電子提出を可能にするためのシステム（民事裁判書類電子提

出システム、通称「mints (ミンツ） 」 ）を開発し、関連する最高裁判所規則を制定

した。まずは、甲府地方裁判所本庁及び大津地方裁判所本庁において、令和4年5月

頃から本格運用を開始（令和4年2月から試行運用開始）する予定である。

イ刑事手続のデジタル化

令和3年3月、 「刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会ルが法務省に立ち上

げられ､刑事手続について情報通信技術を活用する方策に関する検討が開始された。その検討

結果は令和3年度内を目途に取りまとめられる見込みである｡こうした政府における検討のス

ピード感に対応するため､最高裁判所においても、書類の電子データ化：電子データ発受のオ

ンライン化、非対面・遠隔化の活用による刑事手続のデジタル化に向けた検討を進めている。

ウ家事事件手続等のデジタル化

家事事件手続等では､当事者の出頭負担軽減やDV事案等における加害者との接触回避によ

る安心・安全な手続の実現等の要請があることから、令和3年度から、民間のクラウドサービ

スを利用して、ウェブ会議のツールを活用した家事調停期日の運用を進めている。同年12月

から、東京、大阪、名古屋及び福岡の各家裁においてその運用を開始しており、今後も、対象

庁を他の家庭裁判所に順次拡大する予定である。

2 司法行政事務等

司法行政事務等における主要な電算機処理システムの概要は、以下のとおりであり、こ

れらの令和4年度の予算総額は、約4百万円となっている。

・ 検察審査員候補者名簿管理システム

検察審査員候補者の各種データをシステム上で管理することにより、名簿管理、資格

審査、選定、各種帳票作成等、検察審査員等の選定事務処理について効率化、迅速化す

るものであり、平成20年度に全国の地方裁判所本庁所在地の検察審査会事務局（複数

あるときは第一）及び裁判員裁判取扱支部所在地の検察審査会事務局に導入し、運用中

である。

3 ネットワーク化



、ネツトワーク化の進展状況は、以下のとおりであり、令和4年度の予算総額は、約4，

609百万円となっている。

(1) 司法情報通信システム

全国に組織機構を展開する裁判所において、各種裁判情報の共有、司法行政事務の効

率化を図るための裁判所間の情報通信ネットワーク基盤である。裁判所内にLANを構

築するとともに、全国の裁判所に設置した通信端末を通信回線により接続し、電子メー

ルの利用や最高裁判所の各種データベースへのアクセスを可能とするほか、保管金事務

処理システム等の電算機処理システムの通信基盤となっている。

(2) 外部通信ネットワーク

裁判所の情報システムが保有する情報には、高度な秘匿性が求められるものが含まれ

ており、その情報が漏えいするといったセキュリティ上のリスクを回避するため、裁判

所が保有する重要な情報を取り扱うネットワークとインターネットを閲覧できる環境

とを論理的に分離する目的でもインターネツトセキュリティサービスを利用している。

(3) 最高裁判所汎用受付等シスデム

財務省会計センターの歳入金電子納付システム（以下「REPS」 というb ) との連

携基盤として機能しているシステムであるが、裁判所の督促手続オンラインシステムや

保管金事務処理システムとREPSとの電子納付情報等のやり取りを中継し、督促手続

オンラインシステムを利用した申立てに係る手数料等の電子納付や裁判所における保

管金の電子納付を実現している。

(4) 保管金事務処理システム

REPS等と連携して、裁判所が取り扱う保管金の電子処理を可能にするシステムで

ある。事件当事者等の利便性の大幅な向上と、事務処理の迅速化及び効率化を図るもの

であり、 これまでに全ての裁判所に導入し、運用を行っている。

(5) 督促手続オンラインシステム

簡易裁判所に対し書面で申し立てられている支払督促事件のうち、定型的な処理が可

能なものについてインターネットを利用した申立てを可能とし、手続全体をオンライン

化し、申立人の利用の便を図るとともに、裁判所の業務を集中的に処理するシステムで

ある。平成18年度から本格稼動を開始し、平成22年11月に全国での利用が可能と

なった。
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年度別裁判員制度関連予算とその内訳及び執行額とその内訳

予算額とその内訳 （単位:百万円）
※いずれも当初予算額

1裁判員

2その他裁

(主な経貴）

、

H24

広総経費
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ関連広轍経費

広報用ツール経費

各租脱明会等経費

73

55

17

2

コールセンター婁務委托費 98

戯判員候補者通知鼻謙辱妊費 82

アンケート等選任手続検歴経費 38

薮判員候補者名博管理システム整偏経費 ． 248

裁判員量刑検索データ整儲経費 76

音声鯉臓システム整備経費 205

法廷等汀機器整備等経愛 307

裁判員メンタルヘルス対策相餓委庇 9

H25

広報経費 51

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ関連広報経愛

広嘱用ツール経費

各種脱明会等経費

36

14

1

コールセンター纂務委妊費 67

載判員候補者通知発送婆庇費 74

アンケート鏑 選任手統検征経費 ， 。 26

裁判員候補 5名簿管理システム整備経費 ． 153

裁判員量刑 禽索テｰﾀ竪備経費 26

音声鯉職シ； Kテム整備経費 312

法廷等n機§揚

裁判員メンう

蔓備等経費

ルヘルス対策相餓婁託

307

9

H26.

広報経費

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ閣邇広組経費

広厨 Nツール経費

29

' 18

11

|各租脱明会等経費 ’ 1
コールセンター輔 萎托蔓 ． 47

裁判員候補者通知発送婁妊費 58

アンケート等選任ヨ 纏栓歴経壁 17

裁判員候補肴名簿 昏理システム整備経貸 141

裁判員量刑検索データ蔓備経賀 19

音声鱈臓システム整備経費 159

法廷等汀橿畢整債等経費 223

裁判員メンタルヘルス対策相麟婆庇 8

H27

広報経賢

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ関連広報経費

広穏用ツール経費

各種脱明会等経費

23

14

9

1

コールセンター纂務委託費 40

戴判員候補者通釦勢送霊妊費 51

アンケート等選任手続検鉦経費 10

裁判員候補者名簿管理システム整備経饗 140

裁判員量刑検緊データ整備経費 18

音声鯉繊システム整備経費 110

法廷等IT機器勢備等経費

裁判員メンタルヘルス対策相談委妊 イ

218

4

H28

広報経費 22

-ロジダ ーローダロー埋垂P哩私罹畢

広細用ツール経費

各種脱明会等経費

、寺

7

1

コールセンター粟届委妊愛 ‘ 39

裁判員候補者通知発送婁託費 41

アンケート等選任手続検胚経費 8

裁判員候補者名簿管理システム整備経賓 357

裁判員量刑検索デｰﾀ整備経賢 16

音声鯉侭システム整備経費 102

法廷等n機罷蔓備等経蟹 、 209

裁判員メンタルヘルス対箪相餓婆庇 4

H29

広報経餐

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ関連広報経費

広報用ツール経費

各種脱明会等経賢

22

14

7

1

コールセンター集務委庇愛 41

裁判員候補者通知発送婁託費 ､38

アンケート等選任手続検柾経喪 8

裁判員候補者名簿管理システム整備経費 162

裁判員量刑検索データ整備経饗 142

音声鯉臓システム整蛎経費 102

法廷等IT機器整備等経費 209

裁判員メンタルヘルス対策相戯委託 4



廷等IT椙器竪備尋経費

音戸圏鼠ンステム塾側経国

、



年度別裁判員制度関連予算とその内訳及び執行額とその内訳

執行観とその内訳 （単位:百万円）
※他の経費と合わせて執行しているため支出額の算出が困難なものを除く

等日当旅費 ，1裁判員

2その他裁判員制度施行準備d運営経費

（主な経費）

H24

広紐経費

インターネット関連広輯経費

広報用ツール経費

ロT＝阜早巴諏＝苛罹屋

48

40

7

コールセンター菜務委妊費 32

裁判員候補者通知発送委妊観 27

アンケート等選任手続検鉦経賢 8

裁判員候補者名簿管理システム整備経畳． 185

裁判員量刑検索デ韓整備経費 55

音戸鯉臓システム整備経喪 203

法廷等IT機器整備等経費． 256

戯判員メンタルヘルス対策相餓髪既 1

H25

広報経費

インターネット関連広報経費

広報用ツール経費

各種脱明会等経費

43

36

7

1

コールセンター業務委托賛 21

裁判員候補者通知発送婆庇費 24

アンケート等選任手続桧駐終醤 5

裁判員候補者名節管理システム整備経費 122

載判員量刑検索データ整備経費 9

音声鯉嘩システム塾備経長 307

法廷等IT機窃整備等経長 195

裁判員メンタルヘルス対策相談髪既 1

H26

広報経畳

インターネット関連広報経費

広報用ツール経受

各種鯉明会等経費

28

21

フ

1

コールセンター菜務雲庇便 25

裁判員候補者通知発送委託費 24

アンケート等選任手続検証経費 4

戴判員候補者名簿管理システム整備経畳 120

裁判員量刑検索データ整備経賢 13

音戸阻臓システム整備経費 142

法廷等IT樋器整備等経費 223

裁判員メンタルヘルス対策相談委庇 1

H27 ．

広報経費

インターネット閏迩広報経費

広報用ツール経費

各種脱明会等経費

23

14

8

1

コールセンター業務委托費 23

裁判員候補者通知発送委託費 25

アンケート等選任手続検鉦経費 5

裁判員候補者名簿管理システム整備経費 131

裁判員量刑検索データ整備経費 12

音声降職システム整備経費 110

法廷等IT樋翠整備等経費 215

裁判員メンタルヘルス対策相談委託 1

H28

広報経費

インターネット関連広報経愛

広報用ツール経費 ’ ．

各租脱明会等経費

20

14

5

1

コールセンター業務晏託費 23

叡判員候補者通知発送婁庇費 33

アンケート等選任手続検証経費 5

裁判員候補者名蔀管理システム整備経饗 ． 354

歓判員猛刑検索データ竪備経費 13

音声阻臓システム整傭経費 102

法廷等汀機罷整備等経費

載判員メンタルヘルス対策相眼髪妊

212

1

H29

広紐経費

インターネット関連広報経費

広輯用ツール経費

各種脱明会等経費

19

14

4

1

コールセンター業務委託費 20

裁判員候補者通知発送髪託費 ． 34

アンケート等選任手続検鉦経費 5

裁判員候補者名簿管理システム整備経費 167

裁判員量刑検索データ整備経費 82

音声鯉職システム整備経養 102

法廷等【T機器整備等経費 209

裁判員メンタルヘルス対策相麟委既 1



／



109.参議院法務委員会で議決された決議（附帯決議を含む）の昨年1年間における対処状況について（令和4年1月調査）

○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議（令和3年4月6日）

-l-

附帯決議 処理状況 処理の内容及び今後の予定（対応困難な場合はその理由）

一民事訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、審理期間が長期化

している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組み、その

上で、 目標達成に必要な範囲で削減を含め裁判官の定員管理を行うこと。
中 ｡

一部措置済み（

令和3年）

裁判所としては、第一審の訴訟手続を2年以内のできるだけ

短期間に終局させるとともに、当事者である国民のニーズを踏

まえ、充実した手続を実施する方策の一環として、合議体によ

る審理の充実・活用を図るよう努力しているところであり、裁

判の迅速化に関する法律第8条第1項に定められた裁判の迅

速化に係る検証において、審理期間が長期化している状況を不

断に検証するとともに、争点整理手続の実情や合議体による審

理の実情等を分析・検証するなどし、合理的期間内に充実した

適正な裁判が実現されるように検討を続けている。これまでも

裁判所としては、裁判官を増員し、裁判官が適切な訴訟指揮権

を行使して終期を見通した計画的な審理の実践や合議事件の

審理の充実強化を図る態勢を整えるとともに、訴訟関係人の理

解と協力を得つつ、争点中心型審理の実践に努めるなど、審理

期間及び合議率の目標達成のため検討を続けてきたところで

あり、令和3年度においても、事件動向等を注視し、適正迅速

な事件処理に支障を来すことのないよう、必要な人員配置を行

った。
一
一 裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命さ

れることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、その定

員が適正であることを明確にすること。 ．

検討中 裁判所としては、判事補から判事に任命されることが見込ま

れる者の概数及び判事の欠員見込みの概数及びその定員が適

正であることについては、委員会質疑を通じて明らかにする予

定である。

三令和二年四月十六日の当委員会における附帯決議等を踏まえ、最高裁判所にお

いて、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方

検討中 裁判所としては、引き続き、裁判官にふさわしい資質・能

力を備えた人をできるだけ多く裁判官に採用できるよう,努め
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について、更なる削減等も含め検討していくこと。 るとともに、判事補の定員について、今後の事件動向や充員

の見込み等を踏まえて検討を続けてまいりたい。

四現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の減少について顕著な改善傾向が見られ

ないことを踏まえ、そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につき必

要な分析を行い、その結果を国会に示すとともに、法改正を踏まえた更なる法曹

養成機能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進めること。

検討中 法曹志望者数の減少、ひいては司法修習生の減少が判事補任

官者数に及ぼす影響については､必要な分析を行った上で、委

員会質疑を通じて示す予定である。

五司法制度に対する信頼確保のため、訟務分野において国の指定代理人として活

動する裁判官出身の検事の数の縮小を含む必要な取組を進めること。

~－－－－－－－－－－

六離婚後の子どもの養育費の不払、面会交流の実施をはじめとする子をめぐる事

件の複雑困難化、家庭裁判所の家事事件の新受件数の増加等に対応するため、家
勺 .

庭裁判所の機能強化を図り、家事事件の専門性に配慮した適正な人員配置を行う

こと ◎ 。

一部措置済み

(令和3年）

裁判所としては、子をめぐる事件を含む家事事件の事件動
､p q

向等を踏まえ、適正迅速な裁判の実現のため、繁忙庁を中心

に適正な人員配置等の必要な体制整備を図ったところである

が、今後も必要な体制整備を図ってまいりたい。



○少年法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（令和3年5月20日）

-3－

附帯決議 処理状況 処理の内容及び今後の予定（対応困難な場合はその理由）

凸

一十八歳及び十九歳の者は、類型的に成長発達途上にあって可塑性を有する存在

であることから、引き続き少年法の適用対象と位置付けることとした趣旨を踏ま

え、 少年の健全な育成を期するとする法の目的及び理念に合致した運用が行われ

るよう本法の趣旨の周知に努めること。 ． ．

措置済み（令和

3年）

各裁判所に対して，改正法及び附帯決議の内容を周知するとと

もに，改正法成立に至る経緯やその趣旨，本法の規定内容等を

詳細に説明した立法担当者による解説を提供し周知した。
亘 争

一
一 現行の原則逆送対象事件については、家庭裁判所が、犯情及び要保護性に関す

る様々な事情について十分な調査を行った上、これにより判明した事実を考慮し

て、検察官に送致するかどうかの決定を行っていることを踏まえ、新たに原則逆

送の対象となる罪の事件には様々な犯情のものがあることに鑑み、家庭裁判所が

同決定をするに当たっては、きめ細かな調査及び適正な事実認定に基づき、犯情

の軽重及び要保護性を十分に考慮する運用が行われるよう本法の趣旨の周知に努

めること。

措置済み（令和

3年）
一

各裁判所に対して，改正法及び附帯決議の内容を周知するとと

もに，改正法成立に至る経緯やその趣旨，本法の規定内容等を

詳細に説明した立法担当者による解説を提供し周知した。

三十八歳及び十九歳の者の健全育成及び非行防止のためには、早期の段階におけ

る働き掛けが有効であることに鑑み、少年非行対策及び福祉支援策における関係

府省庁の連携・協議の枠組みを強化するとともに、関係諸機関、団体等と有機的

に連携しつつ、適切な保護、支援を行うための施策の一層の推進を図ること。

四罪を犯した者、 とりわけ十八歳及び十九歳などの若年者の社会復帰の促進を図

るため、前科による資格制限の在り方について、対象業務の性質や実情等を踏ま
l

えつつ、府省庁横断のしかるべき場を設けるなどして、政府全体として速やかに

検討を進め、その結果に基づいて、法改正を含め必要な措置を講ずること。
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五特定少年のとき犯した罪についての事件広報に当たっては、事案の内容や報道

の公共性の程度には様々なものがあることや、インターネットでの掲載により当

該情報が半永久的に閲覧可能となることをも踏まえ、いわゆる推知報道の禁止が

一部解除されたことが、特定少年の健全育成及び更生の妨げとならないよう十分

配慮されなければならないことの周知に努めること。.また、インターネットを悪

用した人権侵害対策への取組を推進すること。

措置済み（令和

3年）

(第一文について）

各裁判所に対して，改正法及び附帯決議の内容を周知するとと

もに，改正法成立に至る経緯やその趣旨，本法の規定内容等を

詳細に説明した立法担当者による解説を提供し周知した。

六少年事件に関する事件広報に当たっては、被害者及びその家族・遺族の名誉又

は生活の平穏が害されることのないよう十分配慮されなければならないことの周

知に努めること。

措置済み（令和

3年）

各裁判所に対して，改正法及び附帯決議の内容を周知するとと

もに，改正法成立に至る経緯やその趣旨，本法の規定内容等を

詳細に説明した立法担当者による解説を提供し周知した。

七犯罪被害者支援を充実させる観点から、真に援助が必要な犯罪被害者が早期の

段階から弁護士による支援を受けるための弁護士費用の援助を始めとする充実し

た法的支援の方策について、担い手である日本弁護士連合会や日本司法支援セン

ターと連携し、引き続き検討すること。

句

八可塑性を有することなどの特定少年の特性を踏まえ、検察官送致決定がされた

事件において、特定少年に対する被疑者取調べが適正に行われるよう、必要な検

討を行うこと。



○裁判所職員定員法のー部を改正する法律案に対する附帯決議（令和2年4月16日）
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附帯決議 処理状況 処理の内容及び今後の予定（対応困難な場合はその理由）

一民事訴訟事件の内容の複雑困難化及び専門化について、引き続き、その実情を把

握し、必要な対応を行うとともに、訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成す

るため、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の
申

改善等に取り組んだ上で、 目標達成に必要な範囲で裁判官の定員管理を行うこと。

一部措置済み（

令和2年、令和

3年）

これまでも、裁判所としては、裁判官や弁護士との意見交換

等の機会を捉えて実情把握に努めつつ、争点中心型の審理の実

践や多角的な検討が可能となる合議体による審理の充実・活用

のための方策等につき裁判官による協議会等において協議を

行うとともに、金融・経済、医療、建築、 IT等の専門分野に

ついて、裁判官を対象とする研究会を実施するなどしてきた。

また、裁判所は、第一審の訴訟手続を2年以内のできるだけ短

期間に終局させるとともに、当事者である国民のニーズを踏ま

え、充実した手続を実施する方策の一環として、合議体による

審理の充実・活用を図るよう努力している．ところであり、裁判

の迅速化に関する法律第8条第1項に定められた裁判の迅速

化に係る検証において、審理期間が長期化している状況を不断

に検証するとともに、争点整理手続の実情や合議体による審理

の実情等を分析・検証するなどし、合理的期間内に充実した適

正な裁判が実現されるように検討を続けている。これまでも裁

判所としては、裁判官を増員し、裁判官が適切な訴訟指揮権を

行使して終期を見通した計画的な審理の実践や合議事件の審

理の充実強化を図る態勢を整えるとともに、訴訟関係人の理解

と協力を得つつ、争点中心型審理の実践に努めるなど、審理期

間及び合議率の目標達成のため検討を続けてきたところであ

り、令和3年度においても、事件動向等を注視し、適正迅速な

事件処理に支障を来すことのないよう、必要な人員配置を行っ

た 0

一
一 裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命され

ることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、その定員が

適正であることを明確にすること。

一部措置済み（

令和3年）

裁判所としては、判事補から判事に任命されることが見込ま

れる者の概数及び判事の欠員見込みの概数及びその定員が適

正であることについては、委員会質疑を通じて明らかにする予
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定である・
q

三最高裁判所においては、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事

補の定員の在り方について、更なる削減等も含め検討していくこと。

検討中 裁判所としては、引き続き、裁判官にふさわしい資質・能

力を備えた人をできるだけ多く裁判官に採用できるよう努め

るとともに、判事補の定員について、今後の事件動向や充員

の見込み等を踏まえて検討を続けてまいりたい。 ．

四現在の法曹養成制度の下での法曹志望者の減少が法曹の質や判事補任官者数に

及ぼす影響につき必要な分析を行い、その結果を国会に示すとともに、法曹養成機

能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進めること。

検討中 法曹志望者数の減少、ひいては司法修習生の減少が判事補任

官者数に及ぼす影響については、必要な分析を行った上で､委

員会質疑を通じて示す予定である。

六離婚後の子どもの養育費の不払、面会交流の実施をはじめとする子をめぐる事件

の複雑困難化、家庭裁判所の家事事件の新受件数の増加等に対応するため、家庭裁

判所の機能強化を図り、家事事件の専門性に配慮した適正な人員配置を行うこと。

一部措置済み

(令和2年､､令

和3年）

裁判所としては、子をめぐる事件を含む家事事件の事件動

向等を踏まえ、適正迅速な裁判の実現のため、繁忙庁を中心

に適正な人員配置等の必要な体制整備を図ったところである

が、今後も必要な体制整備を図ってまいりたい。



○民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議（令和元年5月9日）
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）

附帯決議 処理状況 処理の内容及び今後の予定（対応困難な場合はその理由）

三国内の子の引渡しの直接的な強制執行に関し、子の福祉の観点から、以下の事

項について留意すること。

1 子の引渡しの直接的な強制執行については子の心身に有害な影響を及ぽさな

いよう、本法施行後における運用状況を勘案し、必要に応じて更なる改善を図

るよう努めること。

2執行裁判所や執行官の責務として、当該強制執行が子の心身に有害な影響を

及ぼさないように配慮する義務規定を設けた趣旨を踏まえ、子の引渡しを実現

するに当たり、執行補助者として児童心理学の専門家等を積極的に活用できる

ようにするため、当該専門家等の確保のための方策を講じるよう努めること。

～』

3執行官に女性がいない現状を踏まえ､女性の登用の在り方などを検討すると

ともに、執行補助機関である執行官の負担が増大することを考慮し、執行官の

適正な職務の環境整備や個々の執行官の質の更なる向上を図るための研修の充

実など執行官制度の基盤の更なる整備を行うよう努めること。

一部措置済み

(令和元年度、

令和2年度､令

和3年度）

一部措置済み

(令和元年度、

令和2年度､令

和3年度）

一部措置済み

(令和元年度、

令和2年度､令

和3年度）

‐■■‐■■ーー■■一一■■ ■■■■■■‐■■■■■■ 1■■■■■＝＝＝4■P一一口｡‐‐‐‐‐‐‐ロー‐■■ ■■ ■■■■－－■■一一■■■■ー

子の心身に有害な影響を及ぼさないよ

■■ 1■■■■■1■＝■■ご‐ー■0つ‐4■‐一一一q■‐■■ q■－－q

うに執行するため、

執行補助者又は立会人として児童心理の専門家の関与を得

ることや、事前の打合せ等が重要であることについて、担当

者による事務打合せ等において確認したほか､執行官向けの

執務資料でも更なる周知を図った°また、専門家の関与につ

いての実情調査を引き続き行い、運用状況を把握した上、そ

の結果を全国の裁判所に周知した｡_ ．

執行官に対する研修も引き続き実施する予定である。
－■■＝■■ q■ ■■■■＝＝■■■■■■＝ローーーーーーq■P一一一一一一一一一一一一■■ー■■ ■■ー■■ ■■一一■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■＝ー■■＝■■ローq■ ■■ー■■ー■■一一-一ー＝ーー■■ー

これまでも日本臨床心理士会、日本臨床発達心理士会及び

家庭問題情報センター(FPIC)から子の引渡しに関与す

ることができる者の名簿の提出を受け、これを各地方裁判所

に提供してきたところ、標記法律の公布を受け、最高裁事務

総局において各専門家団体を訪問し､会員に対する当該法律

の趣旨の周知、更なる名簿の充実や、執行現場が遠方である

場合の関与について依頼した。また、FPIC及び日本臨床

心理士会が、会員向けに、子の引渡しの強制執行の手引を作

成するに当たり、制度に関する必要な情報提供を行った。
B○●●●4■一口一一‐ー■■ ■■一一＝一一ー■■■■ーq■ーq■■■■■ q■■■ ■■■■ ■■ ■■ーつー‐■‐つつ●つーローーー‐ー一一‐‐■P‐一口－－－－－－■■＝＝■■＝■■ーーー■■

執行官採用選考の受験案内文書のほか､ウェブサイト上の

試験案内の記事､外部団体への受験案内文書送付時のメール

等において､執行官採用選考は男女不問で実施する旨を明記

して広報した結果､女性の受験者数について増加傾向が見ら

れる 。

また、経済情勢の変動、近年の執行官の事務の困難性や負



※太枠の中を記入してください。

※処理済みの欄には､措置済み、一部措置済み、検討中、未着手の中から、調査時点における状況を選択して記入してください。

措置済み、一部措置済みの場合は、措置をした年も記載してください。

※他府省所管事項の場合は、所管府省を速やかにご連絡ください｡‘
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担の増大を考慮し､執行官の手数料及び費用に関する規則の

一部を改正し、手数料の増額や個別加算の仕組みを設けた。

執行官の研修については、上記1記載のとおり。

四差押禁止債権の範囲変更の制度に関し、債務者の財産開示制度の見直しにより、
夕 6

債権者の地位の強化が図られることに鑑み、以下の事項について留意すること。

1 差押禁止債権の範囲変更の制度をより適切に運用することができるよう、裁

判所書記官の教示に当たってはその手続を分かりやすく案内するとともに専門

家による支援を容易に得られるようにするなど、債務者に当該制度が周知され

ていない現状を改め、債務者に配慮した手続の整備に努めること。また、これ

らについて、本法施行後における運用状況を勘案し、必要に応じて更なる改善

を図るよう努めること。

一部措置済み

(令和元年度、

令和2年度､令

和3年度）

■■■■ ■■■■ q■ ■■－－■■■■‐■■－■■＝－－マーーー‐一一一＝4■b一■■ー■■ q■■■ ■■■■＝■■ー－－ー＝－画ー一一守幸一一一一一■■ー■■ー■■一一■■ ■■ ■■＝■■ー■■ q■ ■■一一－一■

標記法律の公布を受け､民事執行規則等の一部を改正する

規則を制定し、手続教示は書面で行い、当該書面には範囲変

更の申立てに係る手続の内容を記載する旨の規定を設けた。

その上で、最高裁事務総局において、差押手続の概要（差押

命令の効力等） 、範囲変更の申立てをする裁判所、申立てを

すべき時期､申立ての方法（申立てと併せて提出する資料等

） 、認容された場合の効果、裁判所又は弁護士に問合せがで

きる旨等を記載した手続教示書面案を作成し､全国の地方裁

判所で活用できるようにしており、その利用状況とともに､、

各庁の取組みについても調査し､その結果を全国の裁判所に

周知した。
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刑事補償(拘禁補償)決定報告事例(令和4年度確定分）

裁判所名

●

事件名 I
4 卜

q

補償決定日
補償決定
確定日

補償額

1 佐賀地裁 窃盗 R3.12.24 R4.1.5 2,560,000

2 東京地裁 ．
監禁致傷､強盗傷人(変更後の訴因逮捕監
禁致傷舗助､強盗傷人幣助）

R3.12.24 R4.1.5 5,950,000

3 東京地裁 恐喝 R3.12.27 R4.1.5 1,326,800

4 那覇地裁 暴行 R4.1.6 R4.1.13 1,712,500

5 横浜地裁 傷害 R4.1.6 R4.1.15 2,170,000

6 青森地裁 青森県青少年健全育成条例違反 R3.12.23 R4.1.18 2.500,000

7 横浜地裁 暴行 R4.1.12 R4.1.18 656,000

8 福岡地裁 死体遺棄 R4.1.7 R4.1.18 1,975,000

9 東京高裁
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等
に関する法律違反

R4.1.14 R4.1.22 5,825,000

10 東京地裁 過失運転致死 R4.1.20 R4.1.25 325,000

11 名古屋地裁
危険運転致死傷､道路交通法違反(訴因変更
による予備的翫因過失運転致傷）

R4.1.14
､

R4.1.28 1,287,500

12 東京地裁 詐欺 R4.1.24 R4.2.5 1,330,000

13 京都地裁 建造物侵入､窃盗 R4.1.31
6

R4.2.5 3,850,000

14 東京地裁立川支部 麻薬及び向精神薬取締法違反 R4.2.7 R4.2.15
召

174,000

15 大阪地裁 大麻取締法違反 R4.2.7
●

R4.2.15 630,000

16 大阪地裁堺支部 強制わいせつ R4.2.9 R4.2.15 10,000

17 福岡高裁 道路交通法違反 ． R4.2.14 R4_212 1.i337,500

18 岡山地裁 死体遺棄 R4.2.25 R4.3.2 217,500

19 東京高裁 覚せい剤取締法違反､関税法違反 R4.2.28 R4.3.8 7.910,000

20 大阪地裁 業務上横領 R4.3.7 R4.3.15 3.1000000

21 1 名古屋高裁 覚醒剤取締法違反､関税法違反 R4.3.8 R4.3.15 7,000,000

22 千葉地裁 覚せい剤取締法違反 R4.3.18 R4.3.23 1,215,000

23 名古屋地裁岡崎支部
強制執行妨害目的財産損壊等､非現住建造
物等放火 ．

R4.323 R4.4.1 2,504,000

24 名古屋地裁岡崎支部
強制執行妨害目的財産損壊等､非現住建造
物等放火

R4.3.23 R4.4.2 3,042,000

25 大阪高裁 傷害 ‘ R4.3.30 R4.4.5 350,000

26 東京地裁 ストーカー行為等の規制等に関する法律違反 R4.3.30 R4.4.5 549,000

27 さいたま地裁 詐欺未遂､詐欺 ' R4.3.28 R4.4.5 3,300,000



裁判所名 事件名
､

●

補償決定日
補償決定
確定日

補償額

28 さいたま地裁 詐欺未遂､詐欺 R4.3.28 R44.5 3,330,000

29 さいたま地裁 詐欺未遂､詐欺 R4.3.28 R4.4.5 3,230,000

30 大阪地裁 公然わいせつ R4.3.25 R4.4.5 2,250,000

31 東京地裁
融子計算機使用詐欺､詐欺(変更後の豚因組織的な犯罪の処刑及
び犯罪収益の規制等に関する法律違反)､窃盗

R4.3.31 R4.4.6 780.000

32 さいたま地裁 詐欺未遂､詐欺 R4.3.28 R4.4.8 3.240,000

33 大阪地裁 覚醒剤取締法違反 R4.3.31 R4.4.8 1,540,000

34 大阪地裁
麻薬及び向精神繁取締法違反､国際的な協力の下に規制薬物に係る
不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取
締法等の特例等に関する法律違反 ．

R4.3.31 R4.4.9 6,372,000

35 さいたま地裁 詐欺未遂､詐欺 R4.328 R4.4.12 3,960,000

36 大阪地裁

、

覚醒剤取締法違反 R4.4.6 R4.4612 2,262,500

.37 さいたま地裁 詐欺未遂､詐欺 R4.3.28 R4.4.20 3,330,000

38 さいたま地裁 詐欺未遂､詐欺 R4.3.28 R4.4.26 3,480,000

39 東京地裁 詐欺未遂､詐欺 R4.4.27 R4.5.3 2,250.000

40 名古屋地裁 器物損壊 R4.4.28 R4.5.10 6,662,500

41 大阪地裁
覚醒剤取締法違反､大麻取締法違反､麻薬及
び向精神薬取締法違反

R4.4.28 R4.5.10 3,275,000

42 東京地裁 出入国管理及び難民認定法違反 R4.6.16 R4.6.23 1,270,000

43 高松地裁丸亀支部 傷害 R4.6.20 R4.6.29
ヤ

287,500

44 大阪地裁 過失運転致死 R4.6.28 R4.7.5 25,000

45 広島地裁 殺人 R4.7.4 R4.7.12 7,525,000

46 福岡地裁飯塚支部 窃盗 R4.7.11 R4.7.20 562,500

47 岐阜地裁 傷害 R4.7.20 R4.7.26 1,950,000

48 仙台高裁 覚醒剤取締法違反､関税法違反 R4.8.9
6

R4.8.16 11,525,000

49 神戸地裁 準強制性交等､強制性交等 R4.8.9 R4.8.19 1,487,500
｡

50 奈良地裁 窃盗 R4.8.4 R4.8.23

〃
ｆ
ｆ

1,780,000

51 福岡地裁 覚醒剤取締法違反 R4.8.31 R4.9.6 2,662,500

52 青森地裁 現住建造物等放火 R4.9.1 R4.9.9 6,737,500

53 広島高裁 暴行 R4.9.1 R4.9.10 887,500

54 大阪高裁、 出入国管理及び難民認定法違反 R4.9.5 R4.9.13 4,370,000

55 東京高裁 名誉穀損 R4.9.1 R4.9.13 2,512,500



、

※令和4年1月1日から令和4年12月31日までに刑事補償決定が確定したもの｡ただし､不服申立てがあり､原審
で確定しなかったものを除く。

裁判所名 事件名 補償決定日
●

ら●

補償決定
確定日

補償額
ｑ
士

56 仙台地裁 詐欺 ‘ R4.9.5 R4.9.13 8,037,500

57 広島高裁 殺人未遂 。 R4.9.14 R4.9.21 2,512,500

58 名古屋地裁岡崎支部 暴行 R4.9.22 R4.10.4 1,800,000

59 大阪地裁 不正競争防止法違反 R4.9.30 R4.10.12 730,000

60 神戸地裁姫路支部 詐欺(予備的訴因詐欺開助） R4.9.22 R4.10.13 300,000

61 大阪地裁 傷害致死 R4.10.11 R4.10.18 350,000

62 東京地裁 詐欺 R4.10.21 R4.10.25 4,075,000

63 大阪地裁堺支部 覚醒剤取締法違反 R4.10.19 R4.10.25 875,000

64 大阪地裁 詐欺 R4.10.21 R4.11.1 5,550,000

65 大阪地裁 有印私文書偽造･同行使 R4.11.1 R4.11.8 262b500

66 福岡高裁 住居侵入 R4.11.28 R4.12.6 3,984,000

67 福岡高裁 常習累犯窃盗 R4.11.28 R4.12.13 3,328,000

68 仙台高裁秋田支部 特定商取引に関する法律違反 R4.12.6 R4.12.13 287,500

69 東京地裁 覚せい剤取締法違反 R4.12.5 R4.12.13 1,300,000

70 前橋地裁 覚せい剤取締法違反 R4.12.13 R4.12.20 1,071,000

71 大阪地裁 傷害 R4.12.20 R4.12.27 2,290,000

72 大阪地裁 関税法違反､消費税法違反､地方税法違反 R4.1221 R4.12.27 1,000,000



84

少年補償事件決定報告事例（令和4年確定分）

（注）この一覧表は、令和4年1月1日から令和4年12月末日までに確定した少年

補償事件につき、令和5年2月6日までの報告に基づいて作成したものである。

Ｉ

〆

番号 裁判所名 非行なしとなった保護事件 補償決定日 補償額.(円）

1 甲府家裁 詐欺 令和4年3月11日 0

2 横浜家裁小田原支部 詐欺、窃盗 令和4年3月24日 315,000

3 大阪家裁 強制わいせつ 令和4年3月31日 0

4 東京家裁 詐欺 令和4年5月6日 330,000

5 大阪家裁堺支部 強制わいせつ 令和4年5月20日 0

6 さいたま家裁 詐欺 令和4年7月6日 24,000

7 奈良家裁葛城支部 器物損壊
寺

令和4年7月25日 0

8 奈良家裁葛城支部 傷害 令和4年8月31日 468,000

9 奈良家裁葛城支部 過失運転致死 令和4年8月31日 0

10 大阪家裁 大阪府青少年健全育成条例 令和4年10月14日 264,000

11 岡山家裁 盗品等保管 令和4年10月17日 100,000

12 さいたま家裁 埼玉県青少年健全育成条例 令和4年11月16日 0
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電算機処理に係る裁判事務及び司法行政事務の概要、ネットワーク

化の進展状況と関連予算

1 裁判事務

裁判事務における主要な電算機処理システムの概要は、以下のとおりであり、これらの

令和5年度の予算総額は、約4， 078百万円となっている。

(1) 裁判事務処理システム

民事及び刑事裁判手続並びに家事手続全般についてシステム化し、事件情報の共有に

よる事務処理及び事件進行管理の合理化や効率化を図るものである。旧裁判事務処理シ

ステムは、民事事件を対象とする部分については平成12年度から、刑事事件を対象と

する部分については平成13年度から順次、地方裁判所に導入してきたが、平成17年

度から、システムの構造や外部システムとの連携の在り方について、抜本的に見直した

上で新システムの開発を行った。民事事件を対象とする部分については、平成19年度

にシステム試験等を経て運用を開始し、平成26年度から平成27年度にかけて家事事

件についても利用できるよう改修及び導入展開を行い、現在は高等裁判所、地方裁判所

及び家庭裁判所全庁において運用中である。他方、刑事事件を対象とする部分について

は、平成22年度にシステム試験等を経て運用を開始し、現在は地方裁判所全庁におい

て運用中である。

（2） 民事執行事件処理システム

不動産等執行事件の各種データをシステム上で管理することにより、事件検索、物件

検索、進行管理、各種帳票作成等を行い、不動産等執行事件の事務処理全般について、

効率化、迅速化を図るものである。旧システムは平成14年度から全国で導入、運用し

ていたが、セキュリティ強化や職員負担の軽減を図るため、センターサーバ方式の新シ

ステムを平成25年度から平成26年度にかけて開発した。新システムへの移行は平成

27年度から順次行われ、平成28年度に完了し、現在全国で運用中である。

（3） 裁判員候補者名簿管理システム

全国60か所の裁判員裁判取扱庁で利用することを目的として開発したシステムで、

裁判員候補者名簿を調製、管理したり、裁判員をくじで選任するなど、裁判員等の選任

手続管理業務を効率的に処理するための機能が実装されている。平成21年1月から本

格稼動した。

（4） 裁判統計データ処理システム

下級裁判所における統計報告から最高裁判所におけるデータの集約・管理等の統計業

務全般をシステム化することで国民への正確な統計データの迅速かつ円滑な提供を図

るものである。

（5） 裁判事務支援システム

少年事件、簡易裁判所の民事事件、督促事件並びに高等裁判所及び簡易裁判所の刑事

事件の各種データをセキュリティの確保されたシステム上で管理し、事件検索、当事者

検索、期日検索等の機能を共通して利用することにより、これら事件の事務処理全般に

ついて効率化、迅速化を図るものである。少年事件に相当する部分については平成30

年度に開発を、翌令和元年度に導入を完了し、簡易裁判所の民事事件及び督促事件、高



等裁判所及び簡易裁判所の刑事事件に相当する部分については令和元年度に開発を、翌

令和2年度から令和3年度にかけて導入を完了し､いずれも全国で運用中である。
(6) 裁判手続のデジタル化 ，

ア民事訴訟手続のデジタル化

内閣官房に設置された「裁判手続等のIT化検討会」の平成30年3月30日付け

報告書の内容等も踏まえて、民事訴訟手続のデジタル化の取組を進めており、令和2

年2月から順次、民間のクラウドサービスを利用して、ウェブ会議等のツールを活用

した争点整理の運用を進め、令和4年11月までに全国の全ての高等裁判所及び地方

裁判所（いずれも本庁及び支部を含む。 ）で同運用を開始した。また、民事訴訟法1

32条の10等に基づき、準備書面、書証の写し等の裁判書類の電子提出を可能にす

るためのシステム（民事裁判書類電子提出システム）を開発し、関連する最高裁判所

規則を制定した。同システムについては、現在、知的財産高等裁判所及び地方裁判所

本庁10庁で運用を開始しており、令和5年6月頃には全ての地方裁判所本庁に、同

年9月頃には全ての高等裁判所本庁及び支部に、同年11月頃には全ての地方裁判所

支部に運用を拡大する予定である。

なお、民事訴訟手続のデジタル化に向けたシステム面の検討については、民事訴訟

手続の全面デジタル化を実現するためのシステムの全体構想の検討を進めていると

ころ、 この全面デジタル化実現に向けた環境整備を段階的に進めていくために、令和

4年4月から、法改正を経ることなく実現可能な裁判所職員向けのe事件管理システ

ムの開発（第1次開発）を行っているところである。また、令和4年5月に成立した

民事訴訟法等の一部を改正する法律による民事訴訟法の改正に対応するため、民事訴

訟手続全体のデジタル化（電子提出の一般化や電子記録の閲覧、裁判所による電子記

録の管理等）に向けた開発（第2次開発）を開始したところである。第2次開発につ

いては、現在、要件定義作業を進めているところであり、開発作業は、令和5年4月

から本格化する予定である。

イ刑事手続のデジタル化

令和3年3月に法務省に立ち上げられた｢刑事手続における情報通信技術の活用に関する検

討会」において、刑事手続について情報通信技術を活用する方策に関する検討が進められ、令

和4年3月、その検討結果が取りまとめられた｡また、同年6月7日に閣議決定された「規制

改革実施計画」においては、政府において、上記検討会の取りまとめ報告書を踏まえ、速やか

に法制審議会に諮問し､令和5年度に必要な法案を国会に提出することを視野に入れて《法制

化に向けた具体的な検討を速やかに進めるとともに､刑事手続におけるデジタル技術の活用の

ために必要不可欠となるシステム構築を含めたデジタル基盤の整備に向けた取組を推進し､令

和8年度中に､新たなシステムを利用した活用施策を一部開始することを目指すこととされた。

そして、令和4年6月27日、法制審議会に、情報通信技術の進展等に対応するための刑事法

の整備に関する諮問がされ、現在、法制審議会刑事法（情報通信技術関係）部会において調査

′審議が進められている。

こうした政府における検討のスピード感に対応するため、最高裁判所においても、刑事手続

における書類の電子データ化、電子データ発受のオンライン化、手続に応じた非対面・遠隔化

の活用による刑事手続のデジタル化に向けた検討を進めている。



ウ民事非訟事件手続・家事事件手続等のデジタル化

民事非訟手続、家事事件手続等のデジタル化のうち、 ウェブ会議ツールの活用につ

いては、地方裁判所本庁50庁及び支部5庁（労働審判事件を管轄する裁判所全て）

において、労働審判手続における運用を、家庭裁判所本庁23庁において、家事調停

手続における運用を既に開始している。令和4年5月に、民事訴訟法等の一部を改正

する法律が成立し、 ウェブ会議等を用いた離婚等の調停又は和解の成立や口頭弁論の

実施を可能とする規律が導入されたことも踏まえて、全ての家庭裁判所で、家事調停

及び人事訴訟の各手続での運用を開始する方向で検討している。

また、各手続におけるオンライン提出、事件記録の電子化等については、令和5年

2月に、法制審議会から法務省に対し、 「民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等

に関する要綱」が答申された。同答申を踏まえた改正法案は、今通常国会に提出され

る見込みであるが、同法案が成立した場合には、令和5年度中に要件定義の作業に入

ることを予定している。

なお、民事非訟手続、家事事件手続等に用いるシステムについては、民事訴訟手続

で用いるシステム（第2次開発）をベースに開発する方向で検討している。

司法行政事務等

司法行政事務等における主要な電算機処理システムの概要は、以下のとおりであり、こ

2

れらの令和5年度の予算総額は、約4百万円となっている。

・ 検察審査員候補者名簿管理システム

検察審査員候補者の各種データをシステム上で管理することにより、名簿管理、資格

審査、選定、各種帳票作成等、検察審査員等の選定事務処理について効率化、迅速化す

るものであり、平成20年度に全国の地方裁判所本庁所在地の検察審査会事務局（複数

あるときは第一）及び裁判員裁判取扱支部所在地の検察審査会事務局に導入し、運用中

である。

3 ネットワーク化

ネットワーク化の進展状況は、以下のとおりであり、令和5年度の予算総額は、約6，

441百万円となっている。

(1) 司法情報通信システム

全国に組織機構を展開する裁判所において、各種裁判情報の共有、司法行政事務の効

率化を図るための裁判所間の情報通信ネットワーク基盤である。裁判所内にLANを構

築するとともに、全国の裁判所に設置した通信端末を通信回線により接続し、電子メー

ルの利用や最高裁判所の各種データベースへのアクセスを可能とするほか、保管金事務

処理システム等の電算機処理システムの通信基盤となっている。

（2） 外部通信ネットワーク

裁判所の情報システムが保有する情報には、高度な秘匿性が求められるものが含まれ

ており、その情報が漏えいするといったセキュリティ上のリスクを回避するため、裁判



所が保有する重要な情報を取り扱うネットワークとインターネットを閲覧できる環境

とを論理的に分離する目的で、インターネットセキュリティサービスを利用している。

(3) 最高裁判所汎用受付等システム

財務省会計センターの歳入金電子納付システム（以下「REPS」 という。 ） との連

携基盤として機能しているシステムであるが、裁判所の督促手続オンラインシステムや

保管金事務処理システムとREPSとの電子納付情報等のやり取りを中継し、督促手続

オンラインシステムを利用した申立てに係る手数料等の電子納付や裁判所における保

管金の電子納付を実現している。

(4) 保管金事務処理システム

REPS等と連携して、裁判所が取り扱う保管金の電子処理を可能にするシステムで

ある。事件当事者等の利便性の大幅な向上と、事務処理の迅速化及び効率化を図るもの

であり、 これまでに全ての裁判所に導入し、運用を行っている。

(5) 督促手続オンラインシステム

簡易裁判所に対し書面で申し立てられている支払督促事件のうち、定型的な処理が可

能なものについてインターネットを利用した申立てを可能とし、手続全体をオンライン

化し、申立人の利用の便を図るとともに､裁判所の業務を集中的に処理するシステムで

ある。平成18年度から本格稼動を開始し、平成22年1 1月に全国での利用が可能と

なった。
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年度別裁判員制度関連予算とその内訳及び執行額とその内訳
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101.参議院法務委員会で議決された決議（附帯決議を含む）の昨年1年間における対処状況について（令和5年1月調査）

○民事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（令和4年5月17日）

-1．．

附帯決議 処理状況 処理の内容及び今後の予定（対応困難な場合はその理由）

一本法施行後において、訴訟手続の電子化が速やかに行われ、適切な裁判が実施さ

れるよう環境整備及び事務負担の軽減に努めること。

一部措置済み

）

(令和4年度

裁判所においては、現行法下においても可能な取組み

(フェーズ1）として、ウェブ会議等のITツールを活用した

争点整理手続の運用を実施したり、電子提出の先行実施とし

て、一部の庁で、民事裁判書類電子提出システム（通称「mints

(ミンツ） 」 ）の運用を開始し、その運用庁を拡大したりして

いる ◎

また、ウェブ会議を用いた口頭弁論の実施（フェーズ2）に

向けて、法廷へのディスプレイ等の機器の導入も行う予定であ

る ◎

このような取組を通じて、電子化に向けた環境整備を進めて

いる ◎

二訴訟手続の電子化を円滑に進めることが利用者の利益になるという観点から、施

行後五年を経過した場合における検討に当たっては､改正法の施行状況や施行後の

情報通信技術の進展等の社会経済情勢を踏まえつつ、電子情報処理組織による申立

て等の利用を拡大・促進するための方策について検討すること。

一

三訴訟代理人に委任しない者が電子情報処理組織による申立て等を容易に利用でき

るよう、関係機関及び日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会等と連携し、必要

に応じて弁護士・司法書士等による支援を受けられる環境整備に努めること。

四訴訟手続は国民の権利関係の得喪に深くかかわり、その電子化は重大な事柄であ

るから、制度の円滑な施行を実現し、その利用を促進するため、関係機関及び日本

弁護士連合会・日本司法書士会連合会等と連携して、制度の周知を十分に図ること

。

一

五裁判所の電子情報処理組織を構築するに当たっては、サイバー攻撃などで訴訟記
●

検討中 裁判所の電子情報処理組織について、適切なセキュリティ水

準を確保するという観点からは、例えば、ユーザの認証におい
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録が流出して訴訟関係者のプライバシー侵害が起こらないよう、適切なセキュリテ

ィ水準を確保するとともに、訴訟代理人に委任しない者が電子情報処理組織による

申立てを容易に利用できるよう、 日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会等の意

見を聞き、利便性を高めるよう努めること。

や
も

てID及びパスワードに加え、多要素認証の措置を講じるこ

と、システムの入り口（ログイン）及び操作（アクセス）に関

する証跡（ログ）を監視・記録すること、ファイアウオールや

不正アクセスの自動検知・遮断機能を導入することなどの適切

な措置を講じる予定である。

また、誰でもオンラインによる申立てを容易に利用できるも

のとするという観点からは、例えば、画面レイアウトを工夫す

るほか、オンラインのみでアカウント取得を完結することので

きる仕組みや、フォーマットを利用した入力方式を導入するな

どして利便性を高めることなどを検討している｡

六訴訟記録を電子化するに当たり、事件記録の保存期間を広げるとともに、判決書

については、国民が調査や分析しやすいものとなるよう努めること。
?

●

検討中 裁判所としては、電子化された記録の特性等を踏まえ、電子

化に伴う記録の保存期間の在り方について検討を進めている

ところである。また、民事事件の判決書の利活用に関しては、

法務省において設置された民事判決情報のデータベース化を

実現する方策に関する検討会に最高裁も構成員として参加し、

必要な協力をしているところである。

七ウェブ会議の方法による証人尋問等については、心証形成が法廷で対面して行わ

れるものとは異なる場合もあることを踏まえ、裁判所における相当性の判断が適切

に行われるよう法制度の趣旨について周知すること。

八口頭弁論等における当事者等のウェブ会議による参加については、当事者や証人

へのなりすましを防止すること及び第三者からの不当な影響を排除すること並びに

ウェブ会議の録音・録画を防止することを確保できるよう努めること。

一部措置済み

(令和4年度

） ．

｡

民事訴訟規則等の一部を改正する規則を制定し〈当事者が

ウェブ会議等の方法により口頭弁論等の手続に参加する際に

は、裁判所は、通話者の所在する場所の状況がウェブ会議等に

よって手続を実施するために適切なものであることを確認し

なければならない旨の規定を新設するなどした。

九訴えの提起の手数料の在り方について、本法施行後における裁判手続の事務処理

の実態等のほか、訴える側の資力により適正な訴額の請求を断念せざるを得ない状

況があるとの指摘や、手数料の低額化及びその算出を簡明なものとする定額化を検

討すべきとの指摘も踏まえつつ、関係団体の意見聴取にも努めるなどしながら、負

担の公平の見地から、必要な検討を行うこと。

～～

十訴訟手続の電子化を速やかに実現させるため、裁判所の必要な人的態勢の整備及

び予算の確保に努めること。

検討中 裁判所としては、訴訟手続の電子化に向けて検討を進めて

いるところであり、引き続き必要な人的態勢の整備及び予算
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の確保に努めてまいりたい。

十一民事訴訟手続を利用する障害者に対する手続上の配慮の在り方について、本法

施行後の制度の運用状況及び障害者の意見も踏まえて、障害者のアクセスの向上に

資する法整備の要否も含めて検討し、必要な措置を講じること。

検討中 法務省､最高裁判所及び日本弁護士連合会で構成される民事

司法の在り方に関する法曹三者連絡協議会の分科会である「障

害者の民事司法へのアクセス拡充に関するワーキンググルー

プ」において、民事裁判手続のIT化等の動向も踏まえつつ、

現行制度における課題・対応策の検討を進めているところであ

る 。 ．

十二附則第百二十六条の規定による検討については、改正法の施行状況や施行後の

情報通信技術の進展等を踏まえて、適時に行うこと。

一
・



○民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（令和4年12月8日）

－4－

附帯決議 処理状況

己 ■

処理の内容及び今後の予定（対応困難な場合はその理由）

一嫡出の推定が及ぶ範囲の見直し及びこれに伴う女性に係る再婚禁止期間の廃止

など本法による改正内容について十分な周知に努めること。特に、本法の施行の

日前に生まれた子に適用される子及び母の否認権の行使については本法の施行の

日から一年間に限り認められていることに鑑み、対象となる無戸籍者等に対する

周知が遺漏なく行われるよう努めること。

一

二本改正が無戸籍者対策として行われることに伴い志無戸籍者が司法手続を利用

しやすくするための支援や、行政サービスを受けられるよう、関係機関が綿密な

連携に努めること。

－－－－－－－－

三母や子が父を相手に否認権を行使するに当たり、DVや児童虐待等がある場合

があることを踏まえ、相手方と対面することなく、また､相手方に住所等を知ら

れることなく手続を行うことができる措置を講じるなどの柔軟な運用について周

知すること。

検討中 これまでも、DV等の事案については､各家庭裁判所において、

当事者が裁判所で接触することがないように様々な配慮をし

てきたところであるが、改正法及び附帯決議の趣旨を踏まえ、

今後とも当事者に対する教示が遺漏なく行われるよう改めて

注意喚起することなどを検討中である。また、住所等の相手方

に知られると支障を生ずる情報については、これまでも、手続

案内時等において、当該情報を相手方に開示しないことを希望

する申出ができることを教示するなどして適切に対応してき

たところであるが、令和5年2月20日に施行される当事者秘

匿制度の説明について裁判所ウェブサイトに掲載することな
どを検討中である。

四本法施行後も、本改正が無戸籍者問題の解消に資するものとなっているかを継
ー

続して検証し、必要に応じて、嫡出推定制度等について更なる検討を行うこと。

一
・

五国籍法第三条の改正により、国籍取得後に事実に反する認知が明らかとなった

場合には、認知の無効を争うことができなくなった後であっても当該認知された

子の国籍取得が当初から無効であったこととなり日本国籍が認められなくなるこ

とを踏まえ、無国籍者の発生防止・削減の観点や日本人として生活していた実態

等を十分に勘案して、当該子の法的地位を速やかに安定させるよう、帰化又は在
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留資格の付与に係る手続において柔軟かつ人道的な対応を行うこと。

六政府は、本法施行後、国籍取得後に事実に反する認知が明らかになり、国籍取

得が当初から無効となる子の件数及びその原因を把握し、必要に応じて、それに

伴う課題等の有無を検討すること。

－－一一一一一一一

－ -

七民法の懲戒権の規定に関しては、児童虐待の口実として使われることを防止す

るために当該規定の削除等が行われることを踏まえ、体罰等は許されないという

認識を社会全体で共有するために積極的かつ細やかな広報活動を行うなど、本改

正の趣旨についての周知徹底及び関係機関との連携に努めること。



○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議（令和3年4月6日）

－6－

附帯決議 処理状況 処理の内容及び今後の予定（対応困難な場合はその理由）
~

一民事訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため､審理期間が長期化し

ている近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組み、その上で

、 目標達成に必要な範囲で削減を含め裁判官の定員管理を行うこと。

｡ ‐

一部措置済み

(令和3年、令

和4年）

裁判所としては、第一審の訴訟手続を2年以内のできるだけ

短期間に終局させるとともに、当事者である国民のニーズを踏

まえ、充実した手続を実施する方策の一環として、合議体によ

る審理の充実・活用を図るよう努力しているところであり、裁

判の迅速化に関する法律第8条第1項に定められた裁判の迅

速化に係る検証において、審理期間が長期化している状況を不

断に検証するとともに、争点整理手続の実情や合議体による審

理の実情等を分析･検証するなどし、合理的期間内に充実した

適正な裁判が実現されるように検討を続けている。これまでも

裁判所としては、裁判官を増員し、裁判官が適切な訴訟指揮権

を行使して終期を見通した計画的な審理の実践や合議事件の

審理の充実強化を図る態勢を整えるとともに、訴訟関係人の理

解と協力を得つつ、争点中心型審理の実践に努めるなど、審理

期間及び合議率の目標達成のため検討を続け‘てきたところで
あり、令和4年度においても、事件動向等を注視し、適正迅速

な事件処理に支障を来すことのないよう、必要な人員配置を

行った。

一
一
■
裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命され

ることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし､その定員が

適正であることを明確にすること。

検討中 裁判所としては、判事補から判事に任命されることが見込ま

れる者の概数及び判事の欠員見込みの概数及びその定員が適

正であることについては、委員会質疑を通じて明らかにする予

定である。

三令和二年四月十六日の当委員会における附帯決議等を踏まえ､最高裁判所におい

て、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方につ

いて、更なる削減等も含め検討していくこと。

措置済み（令和

4年）

裁判所としては、引き続き、裁判官にふさわしい資質・能

力を備えた人をできるだけ多く裁判官に採用できるよう努め

るとともに、判事補の定員について、本附帯決議の趣旨も踏

まえて総合的に検討した結果､令和4年度に判事補40人の減
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員を行ったところである。

四現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の減少について顕著な改善傾向が見られ

ないことを踏まえ､そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につき必要

な分析を行い、その結果を国会に示すとともに、法改正を踏まえた更なる法曹養成

擢能の向lL_法曹志望者の増加等に向けた取組券上り一層准めろごルー

一部措置済み

(令和4年）

法曹志望者数の減少、ひいては司法修習生の減少が判事補任

官者数に及ぼす影響については、必要な分析を行った上で、委

員会質疑を通じて示す予定である。

五司法制度に対する信頼確保のため､訟務分野において国の指定代理人として活動

する裁判官出身の検事の数の縮小を含む必要な取組を進めること。

－－－－－－－－－－

六離婚後の子どもの養育費の不払､面会交流の実施をはじめとする子をめぐる事件

の複雑困難化､家庭裁判所の家事事件の新受件数の増加等に対応するため、家庭裁

判所の機能強化を図り、家事事件の専門性に配慮した適正な人員配置を行うこと。

一部措置済み

(令和3年、令

和4年）

裁判所としては、子をめぐる事件を含む家事事件の事件動

向等を踏まえ、適正迅速な裁判の実現のため、繁忙庁を中心

に適正な人員配置等の必要な体制整備を図ったところである

が、今後も必要な体制整備を図ってまいりたい。



○裁判所職員定員法のー部を改正する法律案に対する附帯決議（令和2年4月16日）

－8－

附帯決議 処理状況 処理の内容及び今後の予定（対応困難な場合はその理由）

一民事訴訟事件の内容の複雑困難化及び専門化について、引き続き、その実情を

把握し、必要な対応を行うとともに、訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達

成するため、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、

制度の改善等に取り組んだ上で、 目標達成に必要な範囲で裁判官の定員管理を行

うこと 。

● ■

一部措置済み

(令和2年、令

和3年、令和4

年）

これまでも、裁判所としては､裁判官や弁護士との意見交換等

の機会を捉えて実情把握に努めつつ､争点中心型の審理の実践や

多角的な検討が可能となる合議体による審理の充実･活用のため

の方策等につき裁判官による協議会等において協議を行うとと

もに、金融・経済、医療、建築、 IT等の専門分野について、裁

判官を対象とする研究会を実施するなどしてきた。また、裁判所

は､第一審の訴訟手続を2年以内のできるだけ短期間に終局させ

るとともに、当事者である国民のニーズを踏まえ、充実した手続

を実施する方策の一環として、合議体による審理の充実･活用を

図るよう努力しているところであり、裁判の迅速化に関する法律

第8条第1項に定められた裁判の迅速化に係る検証において､審

理期間が長期化している状況を不断に検証するとともに､争点整

理手続の実情や合議体による審理の実情等を分析･検証するなど

し､合理的期間内に充実した適正な裁判が実現されるように検討

を続けている。これまでも裁判所としては､裁判官を増員し、裁

判官が適切な訴訟指揮権を行使して終期を見通した計画的な審

理の実践や合議事件の審理の充実強化を図る態勢を整えるとと

もに､訴訟関係人の理解と協力を得つつ､争点中心型審理の実践
に努めるなど､審理期間及び合議率の目標達成のため検討を続け

てきたところであり、令和4年度においても、事件動向等を注視

し、適正迅速な事件処理に支障を来すことのないよう、必要な人

員配置を行った。
一
一 裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命さ

れることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、その定

貝が適正であることを明確にすること。

一部措置済み

(令和3年）

裁判所としては､判事補から判事に任命されることが見込まれ

る者の概数及び判事の欠員見込みの概数及びその定員が適正で

あることについては､委員会質疑を通じて明らかにする予定であ

る ◎
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三最高裁判所においては、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判

事補の定員の在り方について、更なる削減等も含め検討していくこと。

措置済み（令和

4年）

裁判所としては､引き続き、裁判官にふさわしい資質・能力

を備えた人をできるだけ多く裁判官に採用できるよう努めると

ともに、判事補の定員について、本附帯決議の趣旨も踏まえて

総合的に検討した結果､令和4年度に判事補40人の減員を行っ

たところである。

四現在の法曹養成制度の下での法曹志望者の減少が法曹の質や判事補任官者数に

及ぼす影響につき必要な分析を行い、その結果を国会に示すとともに、法曹養成

機能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進めること。

一部措置済み

(令和4年）

法曹志望者数の減少､ひいては司法修習生の減少が判事補任官

者数に及ぼす影響については、必要な分析を行った上で、委員会

質疑を通じて示す予定である。

六離婚後の子どもの養育費の不払、面会交流の実施をはじめとする子をめぐる事

件の複雑困難化、家庭裁判所の家事事件の新受件数の増加等に対応するため、家
〆

庭裁判所の機能強化を図り、家事事件の専門性に配慮した適正な人員配置を行う

こと ◎

一部措置済み

(令和2年、令

和3年、令和4

年）

裁判所としては、子をめぐる事件を含む家事事件の事件動向

等を踏まえ、適正迅速な裁判の実現のため、繁忙庁を中心に適

正な人員配置等の必要な体制整備を図ったところであるが、今

後も必要な体制整備を図ってまいりたい。 ．
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附帯決議 処理状況 処理の内容及び今後の予定（対応困難な場合はその理由）

三国内の子の引渡しの直接的な強制執行に関し、子の福祉の観点から、以下の蔀

項について留意すること。
■■■■■■ーq■ ■■■■ ■■■■■■ー■■■■ーー■■一■■ ■■ q■ ■■ ■■‐■■ー■■ q■■■ー■■■■■■ ■■■■■■ 一一一一q■■■ー■■●一一一‐‐‐｡‐七つー画一ーーー＝＝■■＝ー■■ q■ ■■ ■■ q■ ■■ ■■ー＝■■ー＝■■■■＝■■■■■■ ■■■■ー■■■■ｰ■■■■ー■■ー■■ ■■■■一一ー‐‐■

1 子の引渡しの直接的な強制執行については子の心身に有害な影響を及ぽさ

ないよう、本法施行後における運用状況を勘案し、必要に応じて更なる改善を

図るよう努めること。

一一一一一一一→一一一一一一一ー一一一‐○一○.■P今●｡一一‐I■■‐‐一一‐1■P。‐‐‐‐ロー‐●今一一つ‐‐一口‐4■Pp－－－－－■■■■－＝■■ ■■■■■■ ■■■■－■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■＝■■■■＝■■一■■■■-＝一一一一一.■

2執行裁判所や執行官の責務として､当該強制執行が子の心身に有害な影響を

及ぼさないように配慮する義務規定を設けた趣旨を踏まえ､子の引渡しを実現

するに当たり､執行補助者として児童心理学の専門家等を積極的に活用できる

ようにするため、当該専門家等の確保のための方策を講じるよう努めること。

、

＝つ‐ー一等－－一ー。■一q■ーー一一一I■ I■ q■ー■■＝q■ーq■＝■■ー■■■■一■■一-一■■＝一一■■ー1■ ■■ q■ 1■■■■■■■ q■一＝q■ ■■ ■■ー一■■＝一一＝一一＝一一－一一一‐一一一一ローーーや－－一一一一一一一－一一一一一一一一つ‐｡

3執行官に女性がいない現状を踏まえ､女性の登用の在り方などを検討すると

ともに、執行補助機関である執行官の負担が増大することを考慮し、執行官の

適正な職務の環境整備や個々の執行官の質の更なる向上を図るための研修の

トー‐一一‐一一‐一一一一一~一一一一一

（最高裁判

所）

一部措置済み

(令和元年

年
年
年

２
３
４

和
和
和

令
令
令

、
、
、

度
度
度

度）

p一一‐一一‐‐‐‐一一●一一℃一一一つ

(最高裁判

所）

一部措置済み

(令和元年

年
年
年

２
３
４

和
和
和

令
令
令

、
、
、

度
度
度

度）

●‐‐‐q■一一~一一ー‐一----■■ ■■ q■

(最・高裁判

所）

一部措置済み

●

‐q■~‐‐｡－口一一一一■D一一一－‐一一一一一一毎つ~q■‐■D‐‐や一一‐－句q■ q■‐q■七一q■ー＝q■－■■ q■＝q■ q■-■■ 1■＝■■ 1■＝■■ ■■ 1■－■■ q■ q■＝q■－■■一■■－－4

（最高裁判所）

子の心身に有害な影響を及ぼさないように執行するため、

執行補助者又は立会人として児童心理の専門家の関与を得る

ことや、事前の打合せ等が重要であることについて、担当者

による事務打合せ等において確認したほか、執行官向けの執
務資料でも更なる周知を図った°また、専門家の関与につい

ての実情調査を行い、運用状況を把握した上、その結果を全

国の裁判所に周知した。

執行官に対する研修も引き続き実施する予定である。
一つローI■■ q■■‐‐‐‐ローーローq■Pー一一■■ー■■■■■■ー■■■■■■■■■■ ■■■■一一＝■■■■■■ーーー＝■■一■■一一.■b 4■､‐｡‐。●一q■『 q■『‐＝‐＝■■＝■■＝

(最高裁判所）
■■ー■■一一争一一一一一

これまでも日本臨床心理士会、 日本臨床発達心理士会及び

家庭問題情報センター(FPIC)から子の引渡しに関与す

ることができる者の名簿の提出を受け、これを各地方裁判所

に提供してきたところ､標記法律の公布を受け、最高裁事務

総局において各専門家団体を訪問し、会員に対する当該法律

の趣旨の周知、更なる名簿の充実や、執行現場が遠方である

場合の関与について依頼し、更新後の名簿を各地方裁判所に

提供した。また、 'FPIC及び日本臨床心理士会が、会員向

けに、子の引渡しの強制執行の手引を作成するに当たり、制

度に関する必要な情報提供を行った。
D ■■‐■■＝‐｡＝■■－■■＝－■■■■－－ローーーーーq■－＝q■＝■■ ■■‐■■■■ q■ ■■＝一■■－■■‐■■ ■■一一■■一

(最高裁判所）
■■一一一一一一今一＝q■ー■■ I■ ■■ ■■ー■■ ■■＝一一一一ー＝÷‐一■■

執行官採用選考の受験案内文書のほか､、ウェブサイト上の

試験案内の記事、外部団体への受験案内文書送付時のメール



※太枠の中を記入してください。

※処理済みの欄には、措置済み、一部措置済み、検討中、未着手の中から、調査時点における状況を選択して記入してください。
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(令和元年

年
年
年

２
３
４

和
和
和

令
令
令

、
、
、

度
度
度

度）

等において、執行官採用選考は男女不問で実施する旨を明記

して広報した結果､女性の受験者数について増加傾向が見ら

れる ○

また、経済情勢の変動、近年の執行官の事務の困難性や負

担の増大を考慮し、執行官の手数料及び費用に関する規則の

一部を改正し、手数料の増額や個別加算の仕組みを設けた。

執行官の研修については、上記1記載のとおり

四差押禁止債権の範囲変更の制度に関し、債務者の財産開示制度の見直しによ

り、債権者の地位の強化が図られることに鑑み、以下の事項について留意するこ

と
q■＝1■－－マーーーーーー一一一一一一一一一一一一一一今一一｡■■ ■■ q■ q■一＝■■■■ー■■ー■■一一一一一－一一一一一‐■■－4■ ■■■■一＝ー一一■■一一ー一■■ q■ー■■■■ー■■■■ー一■■ 1■ q■＝■■■■＝＝■■一一■■ー■■■■ Ⅱ■＝■■＝

1 差押禁止債権の範囲変更の制度をより適切に運用することができるよう､裁

判所書記官の教示に当たってはその手続を分かりやすく案内するとともに専

門家による支援を容易に得られるようにするなど､債務者に当該制度が周知さ

れていない現状を改め、債務者に配慮した手続の整備に努めること。また、こ

れらについて、本法施行後における運用状況を勘案し、必要に応じて更なる改

善を図るよう努めること。

① △

pー一一一一一‐‐一一一一一‐一ｰ一一‐

（最高裁判

所）

一部措置済み

(令和元年

年
年
年

２
３
４

和
和
和

令
令
令

、
、
、

度
度
度

度）

色‐一ー一一‐一一一一一一一一■■■■ー■■ q■ーーq■ー‐や1■■ーーq■－－－一一一一一q■F一一一‐一一■■ q■B一■■一一一一一一■■ q■ー■■ q■ｰ■■■■■■ー■■ 4■一一一ー■■ー＝■■ー■

（最高裁判所）

標記法律の公布を受け、民事執行規則等の一部を改正する

規則を制定し、手続教示は書面で行い、当該書面には範囲変

更の申立てに係る手続の内容を記載する旨の規定を設けた。

その上で、最高裁事務総局において、差押手続の概要（差押

命令の効力等） 、範囲変更の申立てをする裁判所、申立てを

すべき時期、申立ての方法（申立てと併せて提出する資料等

） 、認容された場合の効果､ ､裁判所又は弁護士に問合せがで

きる旨等を記載した手続教示書面案を作成し、全国の地方裁

判所で活用できるようにしており、また、その利用状況ととも

に、各庁の取組みについても調査し、その結果を全国の裁判

所に周知した。 ．

充実など執行官制度の基盤の更なる整備を行うよう努めること。


